
知的財産調査官
045-212-6116

○　知的財産侵害物品に係る差止申立ての審査・認定手続に関する事務

関税評価官
045-212-6139

○　輸入貨物の課税価格に関する事務（課税価格に関する法令の解釈、適用）
○　関税評価に係る事前教示に関する事務
○　包括評価申告に関する事務
○　製造たばこの小売定価の認可の申請等に伴う輸入価格確認

関税鑑査官
045-212-6156

○　実行関税率表の解釈・適用に関する事務
○　輸出統計品目表の解釈・運用に関する事務
○　品目分類に係る事前教示に関する事務

原産地調査官
045-212-6174

○　輸出入貨物に係る原産地認定の解釈・適用に関する事務
○　ＥＰＡ等特恵関税に関する事務

認定事業者管理官
045-212-6125

○　ＡＥＯ事業者の承認・認定に関する事務

分析部門
045-212-6073

○　輸出入貨物の分析に関する事務

通関業監督官
045-212-6051

○　通関業の許可・監督、通関士に関する事務
○　通関士試験に関する事務

税関訟務官
045-212-6027

○　税関の所掌事務に係る不服申立て、訴訟に関する事務

通関第２部門
045-212-6161

○　輸出入通関（第７２類～第９７類、プラント貨物）

特殊鑑定・減免還付部門
045-212-6154

○　計量器の認定に関する事務
○　関税の還付に関する事務
　　（輸入許可後保税地域に置かれた変質・損傷等貨物に限る）
○　条件付き減免税貨物に係る事後確認事務

特別審査官
045-212-6112

○　輸出令別表第１関係事務
○　ワシントン条約関係事務

特別通関第１、２部門
045-212-6115

○　輸出入通関（第１類～第２４類、第４１類～第７１類及びマニュアル申告）
○　執務時間外の輸出入通関に係る事務

通関第１部門
045-212-6164

○　輸出入通関（第２５類～第４０類）

通関総括第３部門
045-212-6153

○　減免税の適用に関する事務
○　関税法令以外の他の法令に関する事務（輸入）
    （ワシントン条約を除く）
○　原産地虚偽・誤認表示に関する事務
○　関税割当て、特殊関税、内国消費税に関する事務

通関総括第４部門
045-212-6065

○　航空貨物、海上小口貨物等に関する総括事務

輸出総括部門
045-212-6059

○　関税法令以外の他の法令に関する事務（輸出）
    （輸出令別表第１及びワシントン条約を除く）

税関相談官
045-212-6000

○　税関の所掌事務に係る相談・苦情に関する事務
    （一般的な輸出入手続などに関する問い合わせ・相談を含む）
○　引揚者から預り保管している証券等の返還に関する事務

通関総括第１部門
045-212-6150

○　輸出入通関業務に関する調整・総括事務全般（他の総括部門の所掌を除く）
○　通関手続に係る相談に関する事務（他の部門の所掌を除く）
○　税関事務管理人の届出に関する事務
○　一括修正申告に係る相談に関する事務
　　（横浜税関申告を含む複数税関・官署が対象の事案に限る）
○　事後調査に係る修正申告の進捗管理（本関申告分に限る）
　　※各署所申告分は各署所通関総括部門にて管理

通関総括第２部門
045-212-6110

○　通関手続に係る相談に関する事務の一部
　　（本船・ふ中扱い、原産地証明書提出猶予、関税割当証明書提出猶予）
○　戻し税に関する事務（違約品等）
○　輸出郵便物に係る事前検査に関する事務
○　輸出貨物に関する証明事務
○　包括保険登録事務
○　製造たばこ・塩特定販売業者の登録・届出に関する事務
○　申告書等の郵送に関する届出

収納課
045-212-6140

○　関税等の納付・徴収・担保に関する事務
○　輸入貨物に関する証明事務
○　酒類の表示等に関する事務
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